
移動通信用鉄塔施設整備事業費起債償還費補助金交付要綱

（総則）
第１条 移動通信用鉄塔施設整備事業費起債償還費補助金（以下「補助金」とい
う。）の交付については、北海道補助金等交付規則（昭和４７年北海道規則
第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この交付要綱の定
めるところによる。

（交付の目的）
第２条 この補助金は、移動通信用鉄塔施設整備事業において施設整備補助を
受け、過疎対策事業債（以下「過疎債」という。）又は辺地対策事業債（以
下「辺地債」という。）を活用し、無線通信の業務の用に供する無線通信用
施設及び設備を設置する市町村に対し、事業完了後、経費の一部について予
算の範囲内で補助金を交付することにより、情報通信格差の是正を図ること
を目的とする。

（補助対象等）
第３条 補助対象者は、移動通信用鉄塔施設整備事業において、施設整備補助
を受け、過疎債又は辺地債を活用した市町村とし、補助対象経費及び補助率
は、次のとおりとする。

（１）過疎債を活用した市町村
移動通信用鉄塔施設整備事業において発行した過疎債の当該償還年度の

元利償還金を補助対象経費とし、補助率は補助対象経費の４１分の６．３
以内とする。

（２）辺地債を活用した市町村
移動通信用鉄塔施設整備事業において発行した辺地債の当該償還年度の

元利償還金を補助対象経費とし、補助率は補助対象経費の５５分の６以内
とする。

２ 算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て
た金額とする。

（補助金の交付の申請）
第４条 市町村は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請
書（総政第１号様式（平成２５年北海道告示第１０３２８－３号による様式
をいう。以下総政第○号様式について同じ。））に規則第３条に基づき次に
掲げる書類を添えて、別に定める日までに、知事に提出するものとする。
（１）事業計画書（総政第２号様式）
（２）補助金等交付申請額算出調書（総政第１４号様式）
（３）経費の配分調書（総政第１８号様式）
（４）事業予算書（総政第２０号様式）
（５）その他参考となる書類

(補助金の交付の決定)
第５条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査
し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をするもの
とする。

（補助金の交付の条件）
第６条 当該事業を行う市町村に対し、補助金を交付する場合は、「補助金等
に係る標準様式の設定について（昭和４７年９月２０日付け局総第４５３号
副出納局長通達）」第１号様式に定める交付条件のほか、次の条件を付する
ものとする。
補助対象事業の内容を変更するときは、補助事業等変更承認申請書（総政

第２１号様式）により、知事の承認を受けなければならない。ただし、当該
補助対象経費の増減が当該経費の２０パーセントを超えないときは、この限
りでない。



（申請の取下げ）
第７条 補助金の交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受理
した日から１０日以内に補助金等交付申請取下書（総政第２２号様式）を知
事に提出しなければならない。

２ 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の
決定は、なかったものとみなす。

（実績報告）
第８条 市町村は補助対象事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受け
たときを含む。）は、その日から３０日以内又は翌年度の４月１０日までの
うち、いずれか早い日までに補助事業等実績報告書（総政第２８号様式）及
び次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

（１）事業実績書（総政第２号様式）
（２）補助金等精算書（総政第２９号様式）
（３）事業精算書（総政第３１号様式）
（４）その他参考となる書類
この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となっ

たときは、知事の承認を受けなければならない。

（補助金の額の確定）
第９条 知事は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、当該報
告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条
件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付
すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

（附則）
１ この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。
２ この要綱による補助対象者は、平成２３年度以降に移動通信用鉄塔施設整
備事業を実施し、施設整備補助を受けたものに限る。

（附則）
この要綱は、平成２５年６月７日から施行する。

（附則）
この要綱は、平成２８年８月３１日から施行する。


